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平成２９年松茂町議会第３回定例会会議録 

 

平成２９年９月２０日（第３日目） 

 

○議事日程（第３号） 

 日程第１ 議案第３６号 松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部 

             を改正する条例 

 日程第２ 議案第３７号 松茂町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

             の一部を改正する条例 

 日程第３ 議案第３８号 平成２８年度松茂町水道特別会計未処分利益剰余金の処分に 

             ついて 

 日程第４ 議案第３９号 平成２９年度松茂町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第５ 議案第４０号 平成２９年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第１ 

             号） 

 日程第６ 議案第４１号 平成２９年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第７ 議案第４２号 平成２９年度松茂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

             号） 

 日程第８ 議案第４３号 平成２９年度松茂町長原渡船運行特別会計補正予算（第１ 

             号） 

 日程第９ 議案第４４号 平成２９年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算（第１ 

             号） 

 日程第10 議案第４５号 平成２９年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第１号） 

 日程第11 議案第４６号 平成２９年度松茂町水道特別会計補正予算（第１号） 

 日程第12 認定第 １号 平成２８年度松茂町一般会計歳入歳出決算認定 

 日程第13 認定第 ２号 平成２８年度松茂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

 日程第14 認定第 ３号 平成２８年度松茂町介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

 日程第15 認定第 ４号 平成２８年度松茂町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 

             定 

 日程第16 認定第 ５号 平成２８年度松茂町長原渡船運行特別会計歳入歳出決算認定 

 日程第17 認定第 ６号 平成２８年度松茂町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定 
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 日程第18 認定第 ７号 平成２８年度松茂町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定 

 日程第19 認定第 ８号 平成２８年度松茂町水道特別会計決算認定 

 日程第20        委員会の閉会中の継続調査について 
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平成２９年松茂町議会第３回定例会会議録 

第３日目（９月２０日） 

                                         

午後１時３０分再開  

○議会事務局長【吉田正則君】  ただいまから平成２９年松茂町議会第３回定例会の再

開をお願いいたします。 

 まず初めに、一森議長からご挨拶がございます。 

○議長【一森敬司君】  皆さん、こんにちは。今日は、平成２９年松茂町議会第３回定

例会の最終日でございます。今日は、さきに常任委員会でご審議をされました結果につき

まして各常任委員長さんから報告がございます。なお、一層の審議をお願いいたしまして

冒頭のご挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

                                         

○議長【一森敬司君】  ただいまの出席議員は１２名で、地方自治法第１１３条による

定足数に達しております。よって、議会は成立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                                         

○議長【一森敬司君】  これから本日の日程に入ります。 

 議事日程第３号は、お手元に印刷配付のとおりであります。 

 まず、日程第１、議案第３６号「松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例

の一部を改正する条例」から、日程第１１、議案第４６号「平成２９年度松茂町水道特別

会計補正予算（第１号）」までを一括議題といたします。 

 各常任委員長の報告を求めます。 

 初めに、板東総務常任委員長から報告を求めます。 

 板東総務常任委員長。 

○総務常任委員長【板東絹代君】  皆さん、こんにちは。それでは、議長の許可があり

ましたので、総務常任委員会のご報告を申し上げます。 

 平成２９年第３回定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第３６号、

議案第３９号（所管分）の議案２件でございました。去る９月１３日に当委員会を開催し

慎重に審査いたしました結果、いずれも原案どおり可決いたしました。 

 以上が、当委員会における結果の報告でございます。 



 －56－

 なお、審査の内容、質疑と回答の主なものについて簡潔に申し上げます。 

 議案第３６号、松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する

条例につきましては、議案書の９ページからと参考資料の９ページからとなります。 

 今回の改正の目的は、大きく３点ございます。 

 第１点は、平成３２年４月から大幅に改正されます地方公務員法の施行に向けて、臨

時・非常勤職員に関する報酬規定等の整備を行うものです。現在の臨時職員と嘱託職員の

制度は、本年５月に成立した改正地方公務員法では、一般職非常勤職員（新たに名称が

「会計年度任用職員」となります）を中心とする新たな制度へと変更されます。本町にお

きましても、新たな制度を導入するために、非常勤職員の報酬額等の整備をするものでご

ざいます。 

 第２点は、各種委員会・審議会において部会等を設置するために報酬規定を整備いたし

ます。現在、各種の委員会等に関する条例において、部会等を設けることができる条文が

あるのに報酬規定がなく、せっかくの部会を設けることができない事例がございます。今

回の条例改正において、総括的な報酬規定を設けることにより部会が開催できるように改

正いたします。 

 第３点が、選挙長・投票管理者・開票管理者など、選挙に従事する非常勤職員に関する

報酬規定の整備です。これは、平成２０年の衆議院選挙等を対象として全国的に行われま

した会計検査院の検査で選挙経費に関する指摘事項がありましたことから、本町において

も法定基準と同額を条例で定めるものです。 

 この件に関しては、次のような質疑がありました。 

 「任命権者と協議するとあるが、町長以外の人で任命権者はいるのですか」という質疑

があり、「町長部局の任命権者は町長ですが、教育委員会部局なら合議体である教育委員

会が任命権者となります」という答弁がありました。 

 また、「教育委員会部局なら、どのような部会を置く場合がありますか」という質疑が

あり、「例えば、いじめ等の問題が発生した際に特別なワーキングチームをつくる場合な

どが想定され、この際に委員報酬を出すのか出さないのかの根拠として条例を定める必要

があります」という答弁がありました。 

 次に、議案第３９号、平成２９年度松茂町一般会計補正予算（第２号）（所管分）につ

いては、議案書の１６ページからとなります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に１,３５９万６千円を追加し、補正後の総額を５６
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億８,０８８万６千円とするものであります。 

 歳入について説明をいたします。 

 ２０ページの雑入で１,１７１万５千円の増額補正は、平成２８年度における公共下水

道特別会計など、各特別会計の平成２８年度決算確定に伴います繰越金の返納でございま

す。 

 歳出について説明をいたします。 

 職員の人事異動に伴う人件費の補正についての説明は省略させていただきます。 

 ２１ページの財産管理費の需用費で５０万円の増額補正は、庁舎前設置の浄化槽スクリ

ーンに不具合が生じているため、修繕を行うためのものです。 

 次に、財政調整基金費の積立金で５８０万６千円の増額補正は、今回の歳入補正に比し

歳出補正における必要額が少額でありましたため、差額を財政調整基金に積み立てるもの

でございます。 

 次に、国際交流まちづくり事業費で７８万円の減額補正は、本年度の夢フライト国際交

流事業が完了したことによるものでございます。 

 次に、２５ページの操出金で１５０万円の減額補正は、各特別会計において、このたび

の補正に対応するため、それぞれに増減はございますが、合計で１５０万円の減額補正を

するものでございます。 

 以上で、当委員会に付託されました案件につきまして、私の報告を終わりますが、議員

各位におかれましては、当委員会の決定に対しましてご賛同くださいますようよろしくお

願いし、報告といたします。 

○議長【一森敬司君】  ただいま板東総務常任委員長の委員長報告が終わりました。 

 総務常任委員会に付託いたしました議案第３６号、議案第３９号（所管分）の議案２件

について、これから質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑はないようですので、質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【一森敬司君】  次に、立井産業建設常任委員長から報告を求めます。 

 立井産業建設常任委員長。 
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○産業建設常任委員長【立井武雄君】  皆さん、こんにちは。それでは、議長の許可が

ありましたので、産業建設常任委員会のご報告を申し上げます。 

 平成２９年第３回定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第３７号

から議案第３９号（所管分）までと議案第４３号から議案第４６号までの７件でございま

した。 

 去る９月１３日に当委員会を開催し慎重に審査いたしました結果、いずれも原案どおり

可決いたしました。 

 以上が、当委員会における結果の報告でございます。 

 なお、審査の内容、質疑と回答の主なものについて簡潔に申し上げます。 

 まず、議案第３７号、松茂町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例については、議案書の１１ページからとなります。 

 松茂町スマートＩＣ周辺地区計画は、平成２９年８月、都市計画決定いたしました。本

地区計画につきましては、この地域の立地条件を生かし、物流・流通施設や商業施設及び

沿道サービス系施設などの立地を計画的に誘導する地区といたしております。面積は

約２.２ｈａです。 

 このたびの条例の一部改正は、松茂スマートＩＣ周辺地区計画決定に伴い、同地区の適

正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築基準法第６８条の２の規定に基づき、

地区計画において定めた事項のうち特に重要な事項として、建築物の用途などに関する制

限を定めるものであります。 

 具体的な内容については、議案書１２ページ、別表２の一番右の欄に松茂スマートＩＣ

周辺地区計画区域について取りまとめてあります。 

 この件に関しましては、次のような質疑がありました。 

 「別表第２で３箇所の計画区域がありますが、今後、他の区域も進めていく予定はある

のでしょうか」という質疑があり、「徳島とくとくターミナル周辺につきまして計画を進

めていきたいと考えています」という答弁がありました。 

 次に、議案第３８号、平成２８年度松茂町水道特別会計未処分利益剰余金の処分につい

ては、議案書の１４ページからであります。 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、平成２８年度松茂町水道特別会計未処分

利益剰余金を別紙のとおり処分することについて議会の議決を求めるということで、１５

ページは平成２８年度松茂町水道事業剰余金処分計算書でございます。 
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 これは、平成２８年度松茂町水道特別会計決算に伴い生じました剰余金を処分するもの

で、この表は決算書に添付しております。 

 表の右側、未処分利益剰余金の当年度未残高は２億８,０９９万５,８７４円で、このう

ち２千万円を減債積立金に、１億８千万円を建設改良積立金にそれぞれ積み立て、残

り８,０９９万５,８７４円を繰越利益剰余金として繰り越しするものでございます。 

 次に、議案第３９号、平成２９年度松茂町一般会計補正予算（第２号）（所管分）につ

いては、議案書の１６ページからであります。 

 歳入について説明をいたします。 

 ２０ページの雑入では、公共下水道及び農業集落排水特別会計繰越金返納金が所管分で、

平成２８年度決算により一般会計に返納するものであります。 

 歳出について説明をいたします。 

 ２４ページの農地費で３００万円の増額補正は、豊岡排水機場の除塵機が故障し、緊急

に修繕する必要が生じ、既決予算で対応したもので、今回修繕に要した金額を補正するも

のであります。 

 次に、下段の消費者指導費のその他の需用費、印刷製本費２１万５千円の増額補正及び、

下段の備品購入費２１万４千円の減額補正は、本年６月１日開設いたしました松茂・北島

消費生活センターの準備に要しました机などの備品購入が完了し費用が確定したことから、

広報資材としてパンフレットの増刷などに充てるため支出科目を組み替えようとするもの

でございます。財源につきましては、全額国費より充当される予定でございます。なお、

相談実績でございますが、来所、電話、メールを合わせ、６月から８月まで４２件となっ

ております。うち、松茂町の方が１９件、北島町の方が２２件、その他１件となっており

ます。 

 次に、２５ページの繰出金で農業集落排水特別会計繰出金６万円は、消費税及び地方消

費税を納付する必要が生じたため、一般会計から繰り出すというものであります。詳しく

は後ほどの農業集落排水特別会計補正予算で説明いたします。 

 次に、議案第４３号、平成２９年度松茂町長原渡船運行特別会計補正予算（第１号）に

ついては、議案書の４２ページからであります。既定の歳入歳出予算の総額にそれぞ

れ２７６万３千円を追加し、補正後の予算の総額を１,４６４万５千円とするものであり

ます。 

 ４４ページの歳入の繰越金で２７６万３千円の増額補正は、平成２８年度の決算による
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もので、歳出で同額を予備費に充てるものです。 

 次に、議案第４４号、平成２９年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算（第１号）に

ついては、議案書の４５ページからであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３８万９千円を追加し、補正後の予算の総額を１

億９６３万４千円とするものであります。 

 ４７ページの歳入で、一般会計繰入金の６万円は、今年度から発生する消費税分に充当

するものでございます。 

 歳出で、本会計の使用料収入が平成２６年度に１千万円を超えたことにより、平成２８

年度から消費税の申告義務が生じ、算定の結果、売り上げが約２,４９１万８千円、仕入

れが約２,４１１万４千円、差し引き８０万４千円に対します納付税額が約６万円となっ

たことによるものでございます。よって、消費税及び地方消費税で増額補正するものです。 

 また、繰越金で３２万９千円は、平成２８年度決算によるもので、歳出で同額を一般会

計繰入金返還金で増額補正するものです。 

 ８月末日現在の接続状況については、長岸地区、中喜来地区、北川向地区の３地区の合

計は３２１戸で接続率は約７３.８％となっています。 

 次に、議案第４５号、平成２９年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第１号）につ

いては、議案書の４９ページからであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２６３万円を追加し、補正後の予算の総額をそれ

ぞれ６億７,１３０万１千円とするものであります。 

 繰越金での２６３万円は、平成２８年度決算によるもので、歳出で同額を一般会計繰入

金返還金として増額補正するものです。 

 ８月末日の持続状況については、公共汚水ます設置戸数１,１４１戸に対しまして持続

完了戸数は６３６戸で、接続率は５５.７％となっています。 

 次に、議案第４６号、平成２９年度松茂町水道特別会計補正予算（第１号）については、

議案書の５２ページからであります。 

 このたびの補正は、水道課職員の昇格に伴う管理職手当の増により、建設改良費で５１

万７千円を増額するものであります。 

 以上で、当委員会に付託されました案件につきまして、私の報告を終わりますが、議員

各位におかれましては、当委員会の決定に対しましてご賛同くださいますようよろしくお

願いし、報告といたします。 
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○議長【一森敬司君】  ただいま立井産業建設常任委員長の委員長報告が終わりました。 

 産業建設常任委員会に付託いたしました議案第３７号から議案第３９号（所管分）、議

案第４３号から議案第４６号までの議案７件について、これから質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 原田議員。 

○８番【原田幹夫君】  議案に関しては、問題は、私は、ありませんけれども、先だっ

て、北島町で浄水場の停電ということがありました。松茂町は、今後このような心配はな

いのかどうか、お尋ねしたいとこです。 

○議長【一森敬司君】  冨士水道課長。 

○水道課長【冨士雅章君】  今、議員さんのおっしゃった北島町ですが、その日も職員

が浄水場の方に待機しまして、情報があってから点検等をしまして、松茂町の方では問題

ないということで処理をしております。 

 今後も、停電等、最善に検査等をしまして問題のないように努力したいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長【一森敬司君】  原田議員。 

○８番【原田幹夫君】  はい、どうもありがとうございます。 

 ということは、うちの職員はレベルは高いということで結論づけができたと思います。 

 以上で終わります。 

○議長【一森敬司君】  ほかに質疑はございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【一森敬司君】  次に、川田教育民生常任委員長からの報告を求めます。 

 川田委員長。 

○教育民生常任委員長【川田 修君】  皆さん、こんにちは。議長のお許しがありまし

たので、教育民生常任委員会のご報告を申し上げます。 

 平成２９年第３回定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第３９号

（所管分）から議案第４２号までの議案４件でございました。 
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 去る９月１３日に当委員会を開催し、慎重に審査いたしました結果、いずれも原案どお

り可決いたしました。 

 以上が、当委員会における結果の報告でございます。 

 なお、審査の内容、質疑と回答の主なものについて、簡潔に申し上げます。 

 まず、議案第３９号、平成２９年度松茂町一般会計補正予算（第２号）（所管分）につ

いては、議案書の１６ページからとなります。 

 歳入について説明をいたします。 

 ２０ページの心身障害者福祉費補助金で７１万２千円の増額補正は、制度改正に伴う電

算システム改修費用について、障害者総合支援事業費補助金が追加交付によるものです。 

 児童福祉費補助金で１１６万７千円の増額補正は、松茂ひまわり保育園の防犯対策強化

整備について保育所等整備交付金が追加交付によるものです。 

 その下、雑入の右側説明欄の３段目、介護保険特別会計繰越金返納金８０１万円、及び

その下の後期高齢者医療特別会計繰越金返納金７４万６千円が所管分で、平成２８年度決

算に伴う操出金の精算により返納するものです。 

 歳出について説明をいたします。 

 ２２ページの２段目、戸籍住民基本台帳費で１２万円の増額補正は、マイナンバーカー

ド普及啓発のため啓発物品を購入するものです。 

 ２３ページの障害者福祉費で１４２万５千円の増額補正は、障害者総合支援法及び児童

福祉法の一部を改正する法律が平成３０年４月１日から施行します。これに対応するため

現行システムの改修を行うものです。 

 その下の児童福祉総務費委託料で４３万２千円の増額補正は、徳島県の子どもはぐくみ

医療費助成事業の補助金交付要綱が本年７月２１日に改正され４月１日に遡って４月診療

分から中学校修了まで補助対象とすることになりました。これに対応するため現行のシス

テム改修を行うものです。 

 その下、負担金補助及び交付金で１７５万の増額補正は、松茂ひまわり保育園が防犯対

策強化の施設整備を実施する費用の一部を補助するものです。 

 この件に関しては、次のような質疑がありました。 

 「ひまわり保育園防犯対策強化整備事業補助金の事業内容を詳しく教えていただきた

い」という質疑があり、「ひまわり保育園は増築を重ねており見通しが悪くなっているこ

とから、侵入防止のフェンスやセキュリティ強化のため防犯カメラ等を整備いたします」



 －63－

という答弁がありました。 

 ２５ページの操出金で右側説明欄の国民健康保険特別会計操出金２６３万５千円の減額

補正と、介護保険特別会計操出金１０７万２千円、及び過年度分３千円の増額補正が所管

分です。 

 続きまして、教育委員会所管分について説明いたします。 

 ２５ページ上段、体育館管理費の備品購入費で１１０万円の増額補正は、第二体育館に

設置しているマッサージ器とコードレスバイクが、ともに老朽化による故障が発生し修復

が困難であることから、新しい機器に買い換えるものでございます。 

 次に、議案第４０号、平成２９年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついては、２８ページからであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７０３万８千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１９億３,７２７万円とするものであります。 

 歳入について説明をいたします。 

 ３１ページの制度関係業務準備事業費補助金４１４万７千円の増額補正は、平成３０年

度からの国保制度改革に伴い、システムの改修について補助金が追加交付によるものです。 

 次に、下段の繰入金で一般会計繰入金２６３万５千円の減額補正は、このたびの補正に

よる財源調整によるものです。 

 次に、その下、繰越金で５５２万６千円の増額補正は、平成２８年度の実績に伴う返還

金の財源に充てるものです。 

 歳出について説明をいたします。 

 ３２ページ下段、償還金で５５２万６千円の増額補正は、平成２８年度の実績により超

過となった退職者医療療養給付費交付金を返還するものです。 

 次に、議案第４１号、平成２９年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第１号）につい

ては、３４ページからであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,１１９万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１０億９,５５９万１千円とするものであります。 

 歳入について説明いたします。 

 ３７ページの繰入金、一般会計繰入金、事務費負担分１０７万２千円の増額補正は、介

護認定審査会共同設置負担金の増額に伴う一般会計繰入金の増額です。 

 基金繰入金、介護給付費準備基金繰入金２１８万２千円の増額補正は、介護給付費準備
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基金を取り崩し、歳出の増額補正分の財源として充てるものです。 

 繰越金で１,７８９万２千円の増額補正は、実績による繰越金の増額です。 

 歳出について説明いたします。 

 ３８ページの総務費、介護認定審査会費で１０７万２千円の増額補正は、認定審査会担

当職員の人事異動に伴う、北島町及び松茂町介護認定審査会共同設置負担金の増額です。 

 償還金で２,００６万９千円の増額補正は、平成２８年度の給付費や事業費が確定した

ことに伴う返還金です。 

 次に、議案第４２号、平成２９年度松茂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

については、３９ページからであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０３万４千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億６,５３７万２千円とするものであります。 

 ４１ページの歳入の繰越金で１０３万４千円の増額補正は、平成２８年度決算によるも

のです。 

 歳出の増額補正は、広域連合納付金で平成２８年度会計で収納した保険料を広域連合に

納付するための２８万８千円の増額と、決算に伴う事務費等の残額を一般会計へ返還する

ものです。 

 このほか、教育委員会から「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報

告書」を議会に提出したとの説明を受けました。 

 続きまして、今月１３日の徳島新聞で報道のありました、国民健康保険の標準保険料の

平成２９年度試算結果について担当課から説明がありました。 

 平成３０年度から国民健康保険の財政運営の主体が市町村から県に移り安定的な財政運

営や効率的な事業の確保等、国民健康保険運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を図

っていくようになります。 

 そこで、県は、新たな保険料算定の基準となる市町村別の標準保険料について、平

成２９年度で新制度が施行されたと仮定した場合、市町村ごとの医療費水準や所得水準を

調整した、１人当たりの標準保険料を試算し、平成２８年度と２９年度で比較した試算結

果を公表しました。 

 その結果、松茂町の１人当たりの保険料額は、平成２８年度１１万４,２８４円から、

平成２９年度試算は１２万５,６８６円となり、１万１,４０２円、１０％の増加で、１人

当たりの標準保険料額は県内市町村でトップとなっています。 
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 保険料が上がっている理由は、松茂町の１人当たりの所得が高いこと、国や県から受け

られる公費が低いことが主な原因と考えられます。 

 しかしながら、松茂町では、これまで一般会計からの繰入金を財源の一部とすることに

よって国保事業運営の安定化を図ってまいりました。平成３０年度からの保険者となる徳

島県に負担軽減について要望するとともに、国保事業運営の安定化及び国保加入者の負担

軽減のため、一般会計からの補填によって保険料額の上昇の抑制を図ってまいりたいと考

えていますと理解を求められ、全会一致で了承しました。 

 以上で、当委員会に付託されました案件につきまして、私の報告を終わりますが、議員

各位におかれましては、当委員会の決定に対しましてご賛同くださいますようよろしくお

願い申し上げまして、報告といたします。 

○議長【一森敬司君】  ただいま川田教育民生常任委員長の委員長報告が終わりました。 

 教育民生常任委員会に付託いたしました議案第３９号（所管分）から議案第４２号の議

案４件について、これから質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【一森敬司君】  これから討論に入ります。 

 議案第３６号「松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する

条例」から、議案第４６号「平成２９年度松茂町水道特別会計補正予算（第１号）」まで

を一括して討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（討論なし） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 

                                         

○議長【一森敬司君】  これから採決に入ります。 

 議案第３６号「松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する

条例」から、議案第４６号「平成２９年度松茂町水道特別会計補正予算（第１号）」まで
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を一括して採決いたします。 

 なお、この採決は起立によって行います。 

 各議案に対する各委員長の報告は、いずれも各常任委員会において原案可決であります。

各委員長報告のとおり決することに賛成の方はご起立をお願いします。 

（起立多数） 

 ありがとうございました。起立多数です。 

 よって、議案第３６号「松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を

改正する条例」から、議案第４６号「平成２９年度松茂町水道特別会計補正予算（第１

号）」までの議案１１件は、原案のとおり可決されました。 

 議事の都合により、小休いたします。 

午後２時１１分小休  

                                         

午後２時２４分再開  

○議長【一森敬司君】  ちょっと時間早いんですが、小休に引き続きまして再開をいた

します。 

 日程第１２、認定第１号「平成２８年度松茂町一般会計歳入歳出決算認定」から、日程

第１９、認定第８号「平成２８年度松茂町水道特別会計決算認定」までの認定８件を一括

議題といたします。 

 質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【一森敬司君】  これから討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（討論なし） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 
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○議長【一森敬司君】  これから採決に入ります。 

 認定第１号「平成２８年度松茂町一般会計歳入歳出決算認定」から、認定第８号「平

成２８年度松茂町水道特別会計決算認定」までの認定８件について一括採決をいたします。 

 なお、この採決は起立によって行います。 

 認定することに賛成の方はご起立をお願いいたします。 

（起立多数） 

○議長【一森敬司君】  ありがとうございました。起立多数です。 

 よって、認定第１号「平成２８年度松茂町一般会計歳入歳出決算認定」から、認定第８

号「平成２８年度松茂町水道特別会計決算認定」までの認定８件は、認定されました。 

                                         

○議長【一森敬司君】  続きまして、日程第２０、「委員会の閉会中の継続調査につい

て」であります。総務常任委員長、産業建設常任委員長、教育民生常任委員長、議会運営

委員長、広報特別委員長及び地震・津波対策特別委員長から、お手元にお配りしてありま

すとおり、会議規則第７５条の規定により、閉会中の継続調査の申出書が提出されており

ます。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【一森敬司君】  異議なしと認めます。 

 よって、委員会の閉会中の継続調査については、各委員長から申し出のとおり閉会中の

継続調査とすることに決定いたしました。 

                                         

○議長【一森敬司君】  以上をもちまして、本定例会に提出されました議案等全て審議

を終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 これで、平成２９年松茂町議会第３回定例会を閉会したいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【一森敬司君】  異議なしと認めます。 

 以上で、平成２９年松茂町議会第３回定例会を閉会いたします。 
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